
2024 年 12月 17日

下関市産業振興課

下関地域商社

１ 事業目的

下関市では海外の方に下関産品の魅力を認知してもらい、更なる輸出拡大につなげるため、シンガポー
ルの現地レストラン等と連携して下関産品の魅力を、現地の一般消費者などに向けて PRする事業を実施
します。ついては、本事業に参加する市内事業者様を募集いたします。

２ 開催概要

(１)実施場所 対象国：シンガポール / 実施会場：現地のレストラン等

(２)内容
参加事業者が、現地のレストラン等において、ふぐなどの下関産品の調理の仕方や

食べ方提案などの PR（プレゼンテーションや調理等）を行う。

(３)実施時期 2025 年 1 月 16 日（木） ※開催時期は前後する場合があります。

(４)対象産品 a.水産物（ふぐ） b.日本酒

(５)参加要件

次の参加条件を全て満たす事業者であること。なお、参加条件に合わない場合や
お申込みをいただいた内容が本事業の趣旨にそぐわないと考えられる場合は、その内
容を確認した上で、参加をお断りする場合があります。
また、参加事業者は、下関市が受託事業者との協議により決定しますので、あら

かじめご了承ください。
ア (4)対象産品（以下「対象産品」という。）abのいずれかを取り扱い、下関市
内に本社又は主たる製造工場等を有する中小企業者であること。
イ 対象産品 ab のいずれかをシンガポールに輸出した実績があること。
ウ 国の「シンガポール向け輸出ふぐ処理認定施設」として認定を受けていること
（対象産品 a のみ）。

エ 参加決定後、現地のレストラン等において調理やプレゼンテーションを行うことが
できること。

オ 次について承諾の上で、参加可能なこと。
(ア) 参加に係る必要資料の提出等各種手続に協力すること。
(イ) 参加時に催事の秩序を阻害する行為は一切しないこと。
(ウ) 参加の成果把握のために、諸般の資料の収集に協力すること。
(エ) 参加に伴う結果については、参加者において責任を負うこと。
(オ) 参加決定後、自己都合によりキャンセルする場合は、それまでに要した費
用をご負担いただく場合があります。

(カ) 天災、感染症流行、現地情勢等より、本事業の全部又は一部について
変更、中止又は延期になる場合がありますが、下関市はその際に生じた
損害について一切負担いたしません。また、それまでにかかった経費等につ
いても返還いたしかねます。

『下関産品海外 PR出展支援事業』

参加事業者を募集します



３ 本事業のスケジュール（予定） ※開催時期は前後する場合があります。

※日程は、現段階でのおおよそのものを示しており、今後において変更になる場合があります。

(キ) 下関市は、本事業における、盗難、火災、事故その他一切の原因を理
由とする損害、損失、損傷等について責任を負いません。

(６)費用負担

ア 下関市負担
(ア) 現地 PR に係る費用
(イ) 輸出に関する諸手続に係る費用
※上記アに含まれる費用（会場・開催費用、食材費の一部、現地店舗ス
タッフ等の配置等）

イ 参加事業者負担
(ア) 対象産品のパンフレット・チラシ、ポスター、PR 用備品等に係る費用
(イ) 対象産品の輸出梱包及び国内の輸出港（空港）までの輸送経費
(ウ) その他、「ア 下関市負担」以外の参加に係る経費
※詳細は参加決定後に協議して決定します。

(７)募集定員
対象産品ごとに、a は２社程度（うち１社は（５）参加要件エを行うことを想

定）、b は 1社（各社 1、2人を想定）

(８)申込方法

次によりお申込みください。
ア 申込期限 2024 年 12 月 26 日（木）午後５時まで
イ 申込方法

申込期限までに、別添の「申込書兼承諾書」に必要事項を記入の上、次の
宛先までメールにてご提出ください。

■■申込先■■■■■■
下関市産業振興課（担当：森、重矢）
E-mail：business-support@city.shimonoseki.yamaguchi.jp
TEL： 083-232-7214
■■■■■■■■■■■
※申込受付後、受付メールを返信いたします。もし数日経っても受付メールが届か
ない場合は必ずお電話ください。

１２月下旬 参加事業者決定 ※参加の可否は別途メールにてお知らせします。

１月上旬 事前打ち合わせ等

１月 16 日 現地 PR実施

１月下旬～ フォローアップ

お 問 合 せ 先

下関市産業振興部産業振興課

担当 森、重矢

電話 083-232-7214 FAX 083-235-0910

E-mail business-support@city.shimonoseki.yamaguchi.jp


